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９ 章 トンネル工 

 

 

 

 

 

9.1   ＮＡＴＭ（発破・機械掘削工法（坑口工・非常駐車帯工含む）） 

9.1.1  適用 

9.1.2  掘削・支保工 

9.1.3  覆工コンクリート・防水工 

9.1.4  インバート工 

9.1.5  付帯設備工等 

9.1.6  工事用仮設備 
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９章 トンネル工  

 

９．１ ＮＡＴＭ（発破・機械掘削工法（坑口工・非常駐車帯工含む）） 
 

 ９．１．１ 適用 

 

１．適用 

ＮＡＴＭによるトンネル工(発破工法・機械掘削工法（坑口坑・非常駐車帯工含む））につ 

いては掘削区分ＣⅠからＤⅢに適用する。 

 

２．トンネル延長 

 
トンネル延長は、下図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

３．坑口部詳細 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明り作業 
上半抗口付け部 

坑内作業 

坑内作業 

下半抗口付け 部 

明り作業 

上
半
 

上半盤 

下半盤 下
半
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 ９．１．２ 掘削・支保工 

 

１．数量算出項目 

①掘削・ずり出し延長を区分ごとに算出する。 

②掘削１ｍ当たりのロックボルト本数を区分毎に算出する。 

 

２．区分 

区分は、支保構造、岩、加背割、設計掘削断面積、延長とする。 

 

（１）数量算出項目及び区分一覧表 

区 分 

 

項 目 

3 次元 
モデル 

属 性 情 報 

支 保 
構 造 

 
岩 
 

 
加背割 

 

設 計 
掘 削 
断面積 

 
延 長 

 

 
単 位 

 

 
数 量 

 

 
備 考 

 

掘 削 延 長 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ｍ   

ロックボルト
本数 

Ｂ ○ ○ ○ ○ × 本／ｍ  
先受けボルトが
ある場合は同様
に計上する。 

ずり出し延長 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ｍ   

 

「掘削延長」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と延長や設計掘削断面積を算出し、属

性情報を用いて岩区分、加背割を区分することより「Ｂ」を適用する。 

「ロックボルト本数」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と１ｍあたりの本数を算出し、

属性情報を用いて岩区分、加背割を区分することより「Ｂ」を適用する。 

「ずり出し延長」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と延長や設計掘削断面積を算出し、

属性情報を用いて岩区分、加背割を区分することより「Ｂ」を適用する。 

 

 

（２）支保構造区分 

支保構造による区分は、下表のとおりとする。 

なお、技術基準とは、道路トンネル技術基準（構造編）・同解説をいう。 

 

支保構造区分 適用範囲 

通常断面 技術基準における通常断面の支保構造のトンネルの場合 

大断面 技術基準における大断面の支保構造のトンネルの場合 
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（３）岩区分 

岩による区分は、「道路トンネル技術基準(構造編)・同解説」第３編 設計１．概説１－２

地山分類による。また、岩区分に対応する岩分類は、下表のとおりとする。 

 

岩区分に対応する岩分類 

岩区分 岩分類 岩区分 岩分類 

Ｂ 硬岩（硬岩Ⅰ） ＤⅡ 

注）１ 

軟岩（Ⅱ） 

ＣⅠ 
中硬岩 

軟岩（Ⅰ） 

ＣⅡ 
ＤⅢ 

注）２ 

軟岩（Ⅱ） 

ＤⅠ 軟岩（Ⅱ） 軟岩（Ⅰ） 

 土砂 

注）１．掘削区分ＤⅡの岩分類の判定にあたっては、岩の性状により決定するもの

とする。 

２．坑口部等は掘削区分ＤⅢとし、岩分類の判定にあたっては岩の性状により

別途決定するものとする。 

（４）加背割区分 

       加背割による区分は、下記のとおりとする。 

          ① 上部半断面 

        ② 下部半断面 

          ③ インバート 

注）１．上記区分は、設計掘削断面積５０ｍ２以上の

標準的な加背割区分であり、これにより難

い場合は別途区分する。 

２．インバートは岩の性状により設置する場合

に区分する。 

 

（５）設計掘削断面積 

・設計掘削断面積（発破工法（坑口工・非常駐車帯工含む）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分
掘削
区分

設計

掘削

断面積

（m2）

区分
掘削
区分

設計

掘削

断面積

（m2）

50 50.0 ≦ A ＜ 52.5 40 40.0 ≦ A ＜ 42.5
55 52.5 ≦ A ＜ 57.5 45 42.5 ≦ A ＜ 47.5
60 57.5 ≦ A ＜ 62.5 50 47.5 ≦ A ＜ 52.5
65 62.5 ≦ A ＜ 67.5 55 52.5 ≦ A ＜ 57.5
70 67.5 ≦ A ＜ 72.5 60 57.5 ≦ A ＜ 62.5
75 72.5 ≦ A ＜ 77.5 65 62.5 ≦ A ＜ 67.5
80 77.5 ≦ A ＜ 82.5 70 67.5 ≦ A ＜ 72.5
85 82.5 ≦ A ＜ 87.5 75 72.5 ≦ A ＜ 77.5
90 87.5 ≦ A ＜ 92.5 80 77.5 ≦ A ＜ 82.5
95 92.5 ≦ A ＜ 97.5 85 82.5 ≦ A ＜ 87.5
100 97.5 ≦ A ＜ 102.5 90 87.5 ≦ A ＜ 92.5
105 102.5 ≦ A ＜ 107.5 95 92.5 ≦ A ＜ 97.5
110 107.5 ≦ A ＜ 112.5 100 97.5 ≦ A ＜ 102.5
115 112.5 ≦ A ＜ 117.5 105 102.5 ≦ A ＜ 107.5
120 117.5 ≦ A ＜ 122.5 110 107.5 ≦ A ＜ 110.0
125 122.5 ≦ A ＜ 127.5 10 10.0 ≦ A ＜ 12.5
130 127.5 ≦ A ＜ 130.0 15 12.5 ≦ A ＜ 17.5

20 17.5 ≦ A ＜ 22.5
25 22.5 ≦ A ＜ 27.5
30 27.5 ≦ A ＜ 32.5
35 32.5 ≦ A ＜ 37.5
40 37.5 ≦ A ＜ 42.5
45 42.5 ≦ A ＜ 47.5
50 47.5 ≦ A ＜ 50.0

断面積
範囲
（m2）

断面積
範囲
（m2）

CⅠ
・
CⅡ

DⅠ
・
DⅡ
・
DⅢ

上半

DⅠ
・
DⅡ
・
DⅢ

下半

発
破
工
法

発
破
工
法
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・設計掘削断面積（機械掘削工法（坑口工・非常駐車帯工含む）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

注）掘削断面積には、余堀を含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 変形余裕量を見込まない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   設計掘削半径＝ 設計内空半径(Ｒ１)＋覆工コンクリート厚(ｔ１)＋吹付コンクリート厚(ｔ３) 

   支払掘削半径＝[設計内空半径(Ｒ１)＋覆工コンクリート厚(ｔ１)＋吹付コンクリート厚(ｔ３)] 

                  ＋余掘＝設計掘削半径＋余掘       
 
     ※余掘＝余巻コンクリート(ｔ２)＋余吹コンクリート(ｔ４)      

設計掘削断面積５０ｍ２以上の場合

区分
掘削
区分

設計

掘削

断面積

（m2）

区分
掘削
区分

設計

掘削

断面積

（m2）

40 40.0 ≦ A ＜ 42.5 10 10.0 ≦ A ＜ 12.5
45 42.5 ≦ A ＜ 47.5 15 12.5 ≦ A ＜ 17.5
50 47.5 ≦ A ＜ 52.5 20 17.5 ≦ A ＜ 22.5
55 52.5 ≦ A ＜ 57.5 25 22.5 ≦ A ＜ 27.5
60 57.5 ≦ A ＜ 62.5 30 27.5 ≦ A ＜ 32.5
65 62.5 ≦ A ＜ 67.5 35 32.5 ≦ A ＜ 37.5
70 67.5 ≦ A ＜ 72.5 40 37.5 ≦ A ＜ 42.5
75 72.5 ≦ A ＜ 77.5 45 42.5 ≦ A ＜ 47.5
80 77.5 ≦ A ＜ 82.5 50 47.5 ≦ A ＜ 50.0
85 82.5 ≦ A ＜ 87.5
90 87.5 ≦ A ＜ 92.5
95 92.5 ≦ A ＜ 97.5
100 97.5 ≦ A ＜ 102.5
105 102.5 ≦ A ＜ 107.5
110 107.5 ≦ A ＜ 110.0

機
械
掘
削
工
法

断面積
範囲
（m2）

断面積
範囲
（m2）

CⅠ
・
CⅡ
・
DⅠ
・
DⅡ
・
DⅢ

下半

CⅠ
・
CⅡ
・
DⅠ
・
DⅡ
・
DⅢ

上半

機
械
掘
削
工
法
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② 変形余裕量を見込む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   設計掘削半径＝ 設計内空半径(Ｒ１)＋覆工コンクリート厚(ｔ１)＋吹付コンクリート厚(ｔ３) 

                 ＋変形余裕量(ｔ５) 

   支払掘削半径＝[設計内空半径(Ｒ１)＋覆工コンクリート厚(ｔ１)＋吹付コンクリート厚(ｔ３) 

                 ＋変形余裕量(ｔ５)]＋余堀＝設計掘削半径＋余掘   
 
     ※余掘＝余巻コンクリート(ｔ２)＋余吹コンクリート(ｔ４)      

 

（６）延長区分 

        延長による区分は、下記のとおりとする。 

①掘  削：（発破工法（坑口・非常駐車帯工を含む）） 

         ずり出しにおいて運搬距離（片押し延長＋坑外片道運搬距離）が１．２ｋｍを超え

る場合は、運搬距離が１．２ｋｍ以下の区間と１．２ｋｍを超える区間に区分する。

（機械掘削工法（坑口・非常駐車帯工を含む）） 

ずり出しにおいて運搬距離（片押し延長＋坑外片道運搬距離）が１．７ｋｍを超え

る場合は、運搬距離が１．７ｋｍ以下の区間と１．７ｋｍを超える区間に区分する。 

②ずり出し：ずり出しにおいて運搬距離（片押し延長＋坑外片道運搬距離）が下表の延長毎に区

分する。 

 

 

 

 

 

        

３．数量算出方法 

      数量の算出は、「第１編（共通編）１章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。 

 

（１）ロックボルト 

       １ｍ当たりの本数＝１断面当たり本数／延長方向間隔 

 

上半

下半

区分

発破工法

機械掘削工法

L≦0.5 0.5＜L≦1.2 1.2＜L≦1.4 1.4＜L≦2.2 2.2＜L≦3.0

運搬距離（ｋｍ）

2.3＜L≦3.0

L≦0.8 0.8＜L≦1.7 1.7＜L≦2.7 2.7＜L≦3.0

L≦2.3
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 ９．１．３ 覆工コンクリート・防水工   

 

１．数量算出項目 

覆工コンクリート・防水延長を区分ごとに算出する。 

 

２．区分 

区分は、支保構造、岩、設計掘削断面積とする。 

 

（１）数量算出項目及び区分一覧表 

区 分 

 

項 目 

3 次元 
モデル 

属 性 情 報 

支 保 
構 造 

岩 
設 計 
掘 削 
断面積 

単 位 数 量 備 考 

掘削延長 Ｂ ○ ○ ○ ｍ  
覆工コンクリート規格、防 
水シート規格を明記する。 

「掘削延長」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と延長や掘削断面積を算出することよ

り「Ｂ」を適用する。 

 

（２）支保構造区分 

    掘削による区分は、「９．１．２掘削・支保工」による。 

  

（３）岩区分 

        掘削による区分は、「９．１．２掘削・支保工」による。 
 
   

（４）設計掘削断面積 

 注）掘削断面積には、余堀を含まない。  

区分
掘削
区分

設計
掘削

断面積

（m2）

区分
掘削
区分

設計
掘削

断面積

（m2）

50 50.0 ≦ A ＜ 52.5 50 50.0 ≦ A ＜ 52.5
55 52.5 ≦ A ＜ 57.5 55 52.5 ≦ A ＜ 57.5
60 57.5 ≦ A ＜ 62.5 60 57.5 ≦ A ＜ 62.5
65 62.5 ≦ A ＜ 67.5 65 62.5 ≦ A ＜ 67.5
70 67.5 ≦ A ＜ 72.5 70 67.5 ≦ A ＜ 72.5
75 72.5 ≦ A ＜ 77.5 75 72.5 ≦ A ＜ 77.5
80 77.5 ≦ A ＜ 82.5 80 77.5 ≦ A ＜ 82.5
85 82.5 ≦ A ＜ 87.5 85 82.5 ≦ A ＜ 87.5
90 87.5 ≦ A ＜ 92.5 90 87.5 ≦ A ＜ 92.5
95 92.5 ≦ A ＜ 97.5 95 92.5 ≦ A ＜ 97.5
100 97.5 ≦ A ＜ 102.5 100 97.5 ≦ A ＜ 102.5
105 102.5 ≦ A ＜ 107.5 105 102.5 ≦ A ＜ 107.5
110 107.5 ≦ A ＜ 112.5 110 107.5 ≦ A ＜ 110.0
115 112.5 ≦ A ＜ 117.5
120 117.5 ≦ A ＜ 122.5
125 122.5 ≦ A ＜ 127.5
130 127.5 ≦ A ＜ 130.0

発
破
工
法

機
械
掘
削
工
法

DⅢ

断面積
範囲
（m2）

断面積
範囲
（m2）

CⅠ
・
CⅡ
・
DⅠ
・
DⅡ

発
破
工
法

機
械
掘
削
工
法
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 ９．１．４ インバート工   

 

１．数量算出項目 

インバートの数量を区分ごとに算出する。 

 

２．区分 

区分は、岩、設計・支払とする。 

 

（１）数量算出項目及び区分一覧表 

区 分 

項 目 

 
3 次元 
モデル 

属 性 情 報 

岩 
設計 
・ 
支払 

単 位 数 量 
 

備 考 

 
 
イ 
ン 
バ 
| 
ト 
 
 

インバート 
設置延長 

Ｂ 〇 × ｍ  
インバート厚さを明記す
る。 

インバート 
断面積 

Ｂ 〇 〇 ㎡   

インバート 
型枠 

Ｂ 〇 × ㎡  設計断面積とする。 

インバート 
鉄筋 

Ｂ 〇 × ｔ   

インバート 
埋戻し 

Ａ 〇 × ㎥   

「インバート設置延長」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と延長を算出することよ

り「Ｂ」を適用する。 

「インバート断面積」と「インバート型枠」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と面

積を算出することより「Ｂ」を適用する。 

「インバート鉄筋」は、簡易な形状（点、線、面）を用いて位置と延長より質量を算出するこ

とより「Ｂ」を適用する。 

「インバート埋戻し」は、3次元モデルより体積を算出することにより「Ａ」を適用する。 

 

（２）岩区分 

        岩による区分は、「９．１．２掘削・支保工」による。 

（３）設計・支払区分 

        設計・支払による区分は、「９．１．２掘削・支保工」による。 

    

３．数量算出方法 

      数量の算出は、「第１編（共通編）１章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。 
（１）インバートコンクリート 

インバートコンクリートを設計、支払別に､「第１編（共通編）４章コンクリート工 ４． 

１コンクリート工」によりコンクリートの規格ごとに算出する。 

（インバートコンクリート(ｍ３)＝インバート断面積(ｍ２)×インバート設置延長(ｍ)） 
 

（２）インバート鉄筋 

「第１編（共通編）４章コンクリート工 ４．３．１鉄筋工」により鉄筋の種類ごとに算出 

する。 
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 ９．１．５ 付帯設備工等 

 

１．数量算出項目 

坑門工（明り巻含む）、排水工、非常駐車帯、舗装工、付帯設備の箱抜き等の数量を算出する。 

 

２．数量算出方法 

（１）坑門工 

坑門工は「第１編（共通編）４章コンクリート工」及び「第１編（共通編）１１章仮設工

１１.４足場工、１１．５支保工」により算出する。 

 

（２）排水工 

中央排水工、横断排水工は、掘削区分（岩分類）毎に算出する。 

 

（３）非常駐車帯 

非常駐車帯と本坑接続部の妻部は、型枠（無筋構造物）、足場（無筋構造物）を算出する。 
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 ９．１．６ 工事用仮設備 

 

１．数量算出項目 

吹付プラント設備、電力設備、照明設備、換気設備、給排水設備、濁水処理設備、ずり出しス

トックヤード設備、坑口処理、工事用運搬路等の数量を算出する。 

 

２．数量算出方法 

（１）吹付プラント設備 

吹付プラント設備は、セメントサイロ、骨材ホッパ、コンクリートプラントの組合せを標

準として、現場条件に適合した機種、規格、基数を算出する。 

 

（２）電力設備 

電力設備は、施工に必要な負荷設備の数量をもとに、工事工程を考慮の上月別の最大必要

電力量を算出する。また、電力会社の供給設備～受電設備間の線路を決定し、受電設備数量、

変電設備数量を算出する。 

    

（３）照明設備 

照明設備は、坑内照明、坑外照明、切破照明、覆工照明に区分し、規格別の設置数量を算

出する。また、坑内照明は設置延長、設置間隔も算出する。 

 

（４）換気設備 

換気設備は、ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン（平成１２年１２

月、労働省）に基づき作業者呼気、発破後ガス、ディーゼル機関排出ガス等を考慮し所要換

気量、送風機容量を決定し、送風機機種および台数、風管径、規格、延長を算出する。 

 

（５）給排水設備 

給排水設備は、給水、排水別に区分し、給水量・排水量、揚程を算出し、ポンプ規格、台

数を算出する。また給水水槽規格、台数も算出する。  

なお、坑内排水にポンプが必要な場合も同様に算出する。 

 

（６）濁水処理設備 

濁水処理設備は、湧水量および排水基準、工事期間等をもとに、処理水量に応じた設備を

選定し数量を算出する。 

 


